
    

中区役所管内公園等日常点検業務 仕様書 
 

第１条 適用範囲 
  この仕様書は、岡山市が委託して行う中区役所管内公園等日常点検業務（以下「本業務」という。）の適正を

期すため、監督員及び受託者が遵守しなければならない仕様を示すものである。 
 
第２条 業務の目的 
  本業務は、公園等を良好な状態に保つため、施設の日常点検を行うことを目的とする。 
 
第３条 業務対象範囲 

  本業務の業務対象範囲は、下記の都市公園、都市計画区域外公園、児童遊園地、ちびっこ広場内の全施設とす

る。ただし、山林等の公園利用者が普段利用しない範囲は除く。 

点検は３回行うこととし、契約締結日～７月、８～１１月及び１２月～３月の期間に1回ずつ点検を行う 

  ・都市公園：６１公園 

  ・児童遊園地：２７２公園 

  ・ちびっこ広場：１５公園 

     
第４条 点検事項 

  「公園利用者に危険を及ぼす可能性がある破損・損傷の有無」に着目し、点検するものとする。 

点検手法は原則、目視・触手・揺診とする。その他手法が必要となった場合は監督員と協議すること。 
  次の各項に掲げる事項は各施設の留意事項とする。  

 １ 樹木の状態（特に枯れ枝の有無，樹木の傾き等倒木の危険性の有無） 

 ２ 遊具の状態（特に部材の腐食・摩耗・破損状況，ぐらつきの有無，基礎露出の有無） 

 ３ 照明の状態（特に支柱の腐食状況,建築物内の玉切れの有無） 

 ４ 水回り（水栓やトイレ等）の状態（特に破損の有無，水漏れ・詰まりの有無） 

 ５ 園路の状態（特に破損の有無，轍ぼれの有無） 

 ６ 休憩施設（東屋、ベンチ等）の状態（特に破損の有無） 

 ７ 出入りやフェンス等のその他施設の状態（特に破損の有無，ぐらつきの有無，草の繁茂の有無，落下物の有

無） 

 
第５条 点検に用いる車両 
  点検に車両を用いる場合は、次に示すマグネットシールを貼付けするものとする。 
                    横６０ｃｍ 
    公園等日常点検実施中 

       【受託者名】 
 縦３０ｃｍ  （字は黒色とする） 
                （下地は白色とする） 

  
第６条 点検担当者 
  点検担当者は、監督員の承諾を得た者でなければならない。尚、点検作業開始前までに監督員へ身分証明書の

発行依頼を行い、点検時は身分証明を携帯すること。 
 

第７条 点検の計画 
 （１）受託者は、点検に先立ち、公園の利用状況、占用物件、地域の実情などを十分調査し、点検の計画及び点

検体制を記載した「計画書」を、監督員に提出し承諾を得なければならない。 



    

 （２）受託者は、１週間毎の「点検公園等週間計画表」（様式Ａ）を作成し、前週の木曜日までに監督員に提出

して承諾を得るものとする。 
 （３）監督員は、公園の利用状況等を考慮し、「点検公園等週間計画表」（様式Ａ）の変更を指示することがあ

る。 
（４）上記作業計画の作成に当たっては、下記事項に留意しなければならない。 

   １ 公園利用者への安全確保に努めること。 
   ２ 点検を実施する時間帯は、当該地域の実情に合ったものとする。    

   
第８条 点検の実施 
 （１）点検担当者は、２名以上とする。 

 （２）委託の一部を委任又は下請負するときは、点検業務において１名以上は受託者に所属することが確認でき

る者を配置すること。 
 （３）点検は、土・日曜日及び祝日を除く平日行うことを原則とする。 

 （４）監督員の指示により、点検公園を変更する場合がある。 

  
第９条 点検担当者の心得 
  点検に当たっては、次に留意しなければならない。 
 （１）点検事項に留意し、漫然と点検することのないよう心がける。 
 （２）近隣住民や公園利用者に対して公平であるとともに、親切、丁寧に対応する。 
 （３）公園利用に支障のないように注意し、迷惑を及ぼさないようにする。 
 （４）点検担当者の安全について十分配慮する。 
 （５）服装は、端正で安全に作業ができるものとする。 

 
第１０条 点検の報告  
 （１）受託者は、点検内容について、公園ごとに「公園等施設点検票」（様式Ｂ）を作成し、1週間分を翌週まで

に、監督員に提出する。 

 （２）受託者は「点検公園等週間計画表」（様式Ａ）を変更して点検を行った場合は、「点検公園等週間計画表」

（様式Ａ）を修正し、速やかに監督員に提出する。 
 （３）受託者は、破損・損傷等を発見したとき、写真等状況が把握できる資料を「公園等施設点検票」（様式Ｂ）

に添付するものとする。  

 （４）受託者は、小黒板等に点検日を記入の上、公園等の名称が分かるような写真及び公園等全景写真を撮影し

て「公園等施設点検票」（様式Ｂ）に添付するものとする。 

 （５）受託者は、代表的な施設（遊具がある場合は遊具）の点検状況や施設全景写真を撮影して「公園等施設点

検票」（様式Ｂ）に添付するものとする。 

 （６）緊急的な対応が必要な場合は、速やかに監督員に報告を行い、写真等状況が把握できる資料を添付の上、

「公園等施設点検票」（様式Ｂ）を提出する。   

     

第１１条 疑義 
  受託者は、業務内容に疑義が生じた場合は、監督員と協議してその指示に従わなければならない。 

 
第１２条 支払条件 
  期別毎の支払いとし、第１期を契約日から令和８年７月分まで、第２期を令和８年８月分から令和８年１１月

分まで、第３期を令和８年１２月分から令和９年３月分までとする。 


